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鹿児島県 取組の経緯、作成に向けた決意
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【当県の特徴（ハザード）】
① シラス等の特殊土壌に覆われており，水害・土砂災害の発生頻度の増加が懸念。
② 全国に１１１ある活火山のうち１１の活火山を有しており，そのうち５火山は，火山活動が活発。
③ 南海トラフ沿いの地域におけるＭ８～９クラスの地震の30年以内の発生確率は約70～80％。

【計画作成の状況（Ｒ５．１０．１現在）】
・全部作成済み ９市町村
・一部作成済み ３４市町村
・未作成 なし

【取組の経緯】
今年度当初時点で，県内市町村のうち計画未作成の市町村は０となったものの，一部作成済みの市町

村は全体の約８０％を占め，一部作成済みの市町村の中でも作成状況（作成率）にばらつきがある。
また，内閣府指針では、優先度が高いと市町村が判断した者の個別避難計画の作成について、概ね５

年程度で取り組むことが求められているものの、作成が進んでいない、あるいは計画内容の実効性に課
題のある市町村も多くみられる。

【作成に向けた決意】

様式

計画作成の進まない市町村を強力に後押しする！
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【課題の把握】
計画作成が進まない理由は？

【課題の把握に向けた取組】
① 市町村との意見交換

課題の把握のため，市町村を個別訪問し，防災部局及び福祉部局の担当職員から，取組状況や課
題について意見交換を実施。
１３市町村

② 県保健所との意見交換
難病患者の情報等を取り扱う県内の県保健所を個別訪問し，市町村との連携や取組状況，課題に

ついて意見交換を実施。
３保健所

【意見交換で見えてきた課題】
① そもそもマンパワーが足りない。

※一人ひとりの計画であることから丁寧に作成するが，対象者が多すぎて手が回らない。
② 優先度の高い対象者が抽出できていない。

※避難行動要支援者の線引きが広すぎる。結果，対象者の数が多い。
③ 対象者のうち，在宅の難病患者など，福祉関係者との連携が必要な対象者の計画作成が難しい。

【課題解決のための取組】
計画作成のため，まずは何を検討し、どのような機関・団体等と連携し、どのような手順で
取り組めばよいかを、わかりやすく示す手引きを作成する。

様式取組を進める上で
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【参考にした取組】
宮崎県延岡市（令和３年度個別避難計画作成モデル事業）

【参考にしたポイント】
①対象者を，３つに分類し，計画を作成する。

⇒ 本人・家族で作る。／地域で作る。／専門職と作る。
②取組の流れをフロー図で分かりやすく示している。

【手引き作成に向けて】
民間コンサル（国土防災技術(株)）と協力し，「手引き」を作成することとした。

【重視したこと】
① より実務的で，実用的であること。
② 内容がよりシンプルで，分かりやすいこと
② なるべく担当者の負担を軽減できること
③ 優先度の高い対象者を抽出できること

【出来上がったもの】
個別避難計画作成支援ツール
① 個別避難計画スタートアップガイド
② 自分でつくる個別避難計画ガイド
③ 添付資料）参考様式
④ 個別避難計画作成協力のための説明資料

様式取組のポイント（アピールポイント、力を入れた点、取組の重点など）



鹿児島県

4

個別避難計画スタートアップガイド

様式令和５年度末時点で結果

・市町村職員向けの作成ガイド
・「避難行動支援に関する取組指針」を基に、他県市町村の公開資料を
参考にして、 優先度と進め方の考え方の参考となるフロー図を記載した。
・進め方について 
（ア）本人・家族が計画を作成する
（イ）地域が計画を作成する
（ウ）福祉専門職等が計画を作成する

の3種類を示し、それぞれの進め方の基本的な流れと取組のポイントを記
載した。

≪記載項目≫
 個別避難計画の概要
 市町村の基本的な取り組み
フロー
 計画作成の優先度と進め方
 計画作成の進め方の例
 計画の取り扱い
 Q A
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自分でつくる個別避難計画ガイド

様式令和５年度末時点で結果

・本資料は、本人・家族が自ら計画作成するための個別避難計画の概要と作成方法について理解してもらうためのものである 。
・表面には個別避難計画の制度の概要を記載、裏面には計画作成手順を記載した。
・市町村によって計画様式が異なるため、本資料では計画作成の一般的な考え方の手順を記載している。
・また 、本資料と併せて活用できる参考計画様式を作成した（次ページ参照）。

≪記載項目≫
 個別避難計画の概要
 計画に記載すべきこと
 計画の取り扱いについて
 計画作成方法
 計画作成後の活用
 （別紙）参考 計画 様式
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（別紙）参考 計画様式

様式令和５年度末時点で結果
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個別避難計画作成協力のための説明資料

様式令和５年度末時点で結果

・本資料は、福祉専門職等の関係者が計画作成に携わる際に参考とするものである 。
・また、本資料は民生委員等の地域の関係者に個別避難計画について理解してもらうために配布することも想定した内容となっている。
・計画作成の協力を得るために、福祉専門職等が、計画作成や避難支援について責任や義務を負うものではないということ、また計画
作成には、本人の状況をよく把握していて信頼関係のある福祉専門職等の協力が必要不可欠であることについて記載した。

≪記載項目≫
 個別避難計画の概要
 計画作成と避難支援の責任
 平時からの関係づくりの重要性
 本人・家族の自助意識の重要性
 災害リスクと避難方法の確認方法
 BCP ・避難確保計画との関連
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【特徴】

① 不慣れな職員や経験の浅い職員でも，計画作成
の趣旨や手順について理解しやすくなる。

② 計画作成までのプロセスについて，対象者別に
分類していることで，より取り組みやすくなる。

③ 優先度の考え方と進め方の考え方について，整
理することができ，優先度の高い対象者の抽出
や，計画作成に係る具体的な取組について検討す
ることができる。

④ 「本人・家族が計画を作成する」の手引きによ
り，一定数の対象者の計画を網羅的に作成するこ
とができる。

⑤ 「本人・家族が計画を作成する」の手引きによ
り，市町村職員が，「（イ）地域が計画を作成す
る」や「（ウ）福祉専門職等が計画を作成する」
の対象者により労力や時間を割くことができる。

⑥ 説明資料により，幅広く周知活動ができる。

様式特徴及び今後の方向性
【今後の方向性】

① 周知・広報
・市町村へ通知し，活用を促す。
・プレスリリースにより，広く周知する。

② 引き続き，優先度の高い対象者の計画作成
に向け，市町村との意見交換等を通じて，課
題等を把握し，必要な助言や支援等の取組を
行うなど，市町村を伴走支援していく。
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